
 

 

太宰府市内空家等窓口対応状況 
１ 太宰府市内空家等把握件数（H28 実態調査～令和 4 年度末） 

 空家判明件数 解決件数 空家残存件数 

H28 実態調査 712   

H28 実態調査後～R2 年度 

※判明後、解消したものを含む 
89 △257 544 

R3 年度の把握分 

（R3 年度末時点） 

※判明後、解消したものを含む 

30 △123 451 

R4 年度の把握分 

（R4 年度末時点） 

※判明後、解消したものを含む 

22 △94 379 

累計  853  △474 - 

＜備考＞ 

・実態調査後の把握数については、主に、空家の近隣住民や自治会長からの相談
で、新たに把握した空家を判明件数とし、職員で定期的に行っている巡回に
よって居住・解体を確認できた物件を解決件数としています。 

・あくまでも市内空家件数として把握している分は、全域での調査を再度行っ
ている訳ではないため、参考値としての取り扱いとなります。 

２ 空家相談物件数（R4 年度末時点） 

相談物件件数 ２８２（Ｒ４年度３６件） 

解決 ２０５（Ｒ４年度３２件） 

未解決 ７７（Ｒ４年度４件） 

※相談物件１件につき、複数回の連絡や問い合わせがあります。 

※解決は草木の伐採などの一時的な解決を含みます。 

３ 適正管理依頼文書送付件数 

令和元年度 ４０ 

令和２年度 ４４ 

令和３年度 ５７ 

令和４年度 ４４ 

※適正管理依頼については、上記文書送付以外に、電話や直接訪問などの口頭に
よる依頼も実施しています。 
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太宰府市空家等対策の実施体制について 
１ 関係機関等との連携についての計画での位置づけ 

 

連携先 内 容 

弁護士・会計士・司法書士・税理士・土地

家屋調査士・行政書士・金融機関 

相続に関する相談及び調査、財産の所有権移転手

続き等 

不動産団体等 所有者の空家等利活用相談、空家バンクの充実等 

建設業者 空家等の解体、改修の相談及び対応等 

建築士 空家等の修繕、改善、耐震診断などの技術的な対

応等 

警察 危険回避のための対応等 

筑紫野太宰府消防組合消防本部 災害対策、災害時の応急措置等 

自治会 空家等情報の提供、跡地の利活用等 

 

２ 空家等対策に関する相関図 

本計画の対象とする住まいの種類は、空家予防の観点も踏まえ「（空家にはなっていない住まいも含

めた）全ての住まい」を対象としています。空家（住宅）問題は、困難となっている障壁が相続問題、

財産管理、建物改修・解体、固定資産税、相隣関係など多岐にわたるため、連携先について多くの選

択肢がある方が市民（空家所有者・住宅所有者）にとって望ましいと思われます。また相談者は市役

所へ直接相談する場合と、既に設置されている各々の団体の窓口に直接相談する場合が考えられ、下

図については両方向でのアプローチを考慮しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※連携の度合いに応じて協定締結 

相談 相談対応 
相談先の提案 

空家（住宅） 

所有者等 

太宰府市 

都市計画課 

（空家施策全般） 

筑紫野警察署 

社会福祉協議会 

シルバー人材センター 

関係機関 

金融機関 

予防推進協議会 

商工会 

宅建協会 

連携 

司法書士会 

連携 

連携 

連携 

協定 

協定 

協定 

協定 
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３ 具体的な連携先（協定締結や協力体制の構築など） 

１）公益社団法人福岡県宅地建物取引業協会 

相互に相談者の情報を共有しながら、連携・協力し空家等の適正な管理や活用を促進するこ

とで、市民生活へ悪影響を及ぼす空家等の発生を抑止し、生活環境の向上へ繋がります。 

※宅建協会との協定締結済（令和 2 年 10 月 23 日協定締結） 

２）警察 

相互に連携・協力・情報共有することで、空家等を利用した犯罪の未然防止や、危険回避の

ための対応等に繋がります。また、令和元年度第６回福岡県空家対策連絡協議会において、

福岡県警本部生活安全部総務課から空家情報の共有について呼びかけがあり、個別に市町村

に情報共有について依頼を行っています。 

※筑紫野警察署との協定締結済（令和 3 年 3 月 18 日協定締結） 

３）一般社団法人太宰府市空家予防推進協議会 

平成 30 年 6 月に設立（令和 2 年 10 月に一般社団法人へ）。本市が実施した「来て良し、住ん

で良し」推進事業（H29～H31）の中で運営組織としてくらしの相談窓口を設置し、相談者に

とって安心できる相談先とするために令和 3 年度に協定を締結しました。平成 30 年度から 3

か年継続して国土交通省「空き家対策の担い手強化・連携モデル事業」の採択を受け、令和

3 年度は新たに「住宅市場を活用した空き家対策モデル事業」の採択を受けました。取り組

みとして、自治会への空家に関する勉強会の継続的な実施を行い、令和 3 年度実施した空家

サミットでは空き家の現状と今後の課題について共有しました。空き家ではない物件に対す

る空き家予防啓発等を行うことが期待されます。 

※太宰府市空家予防推進協議会との協定締結済（令和 4 年 1 月 20 日協定締結） 

４）福岡県司法書士会 

様々な法律問題を気軽に相談できる窓口として、相互に連携し、長い間解決できなかった悩

みを専門的な観点から解消することが期待されます。また、情報提供や技術的な支援、複合

的な課題の解決への助言等などで空家問題への大きな効果が期待されます。 

※福岡県司法書士会との協定締結済（令和 4 年 8 月 22 日協定締結） 

 

５）関係機関、団体  

弁護士会、建築士会、金融機関などの関係機関と連携・協力することで、空家所有者の悩み

となっている相続、登記、耐震リフォーム、融資相談等の相談体制の充実を図ることができ

ます。  
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特定空家等候補物件の進捗状況 
 

1 「特定空家等」の定義 

①そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態 

②そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態 

③適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態 

④その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態 

 

太宰府市では、特定空家等の認定事例はないため、特定空家等候補物件として重点的

に空家等対策を実施しています。 

 

2 特定空家等候補物件（解決済みを含む） 

・年度別の特定空家等候補物件数の推移（積み上げで表示） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 ※R4 

解決 0 1 1 1 2 7 10 13 

未解決 2 3 7 11 11 6 8 5 

累計 2 4 8 12 13 13 18 18 

※R4 は協議会開催時点での数値 
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特定空家等の定義と認定後について 
1 特定空家等とは 

空家特措法（以下「法」という）における特定空家等の定義 

「特定空家等」とは、次の状態にあると認められる空家等をいう。（法第 2条 2項） 

①そのまま放置すれば倒壊著しく保安上危険となるおそれのある状態 

②そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態 

③適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態 

④その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態 

 

2 特定空家等と認められる空家等に対して法の規定を適用した場合の効果等 

ア 空家所有者に対する行政指導の変更 

【イメージ図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

認定前 

問題発生 問題発生 

助言・指導 助言・指導 

認定後 

勧告 

※固定資産税の住宅用地特例が対象外 

特に必要な場合 

命令 

行政代執行 

略式代執行 

法第 9 条 

法第 10 条 

法第 11 条 

法第 14 条 1 項 

法第 14 条 2 項 

法第 14 条 9 項 

法第 14 条 10 項 

法第 14 条 3 項 

法第 12 条 
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イ 固定資産税等の住宅用地特例に関する措置 

特定空家等に認定され「勧告」を行った場合は、家屋が建設されていても住宅用地特例が 

受けられず更地の場合と同じ固定資産税額となる。 

→所有者の自主的な解体が見込まれる 

 

住宅用地特例：固定資産税の課税標準額を評価額の 3 分の 1 の額とし、特に面積が 200 ㎡

以下の小規模住宅用地については評価額の 6分の 1の額とする 
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7
福岡県作成
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福岡県作成



9 国作成
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国作成
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